
〒９６０-８００２

福島市森合町１０−１
（福島市保健福祉センター２F）

０２４-５３３-３３４１

kenriyougo@f-shishakyo.or.jp

月～金曜日 ８時３０分～１７時１５分
（祝祭日・年末年始除く）

高齢者や障がいがあるご本人やご家族、支援関係者か

ら、成年後見制度の利用や権利擁護を目的とした生活

の困りごとに関する個別相談を受け付け、解決に向け

た支援（助言、手続き支援、関係機関との調整、専門

相談の紹介など）を行います。相談無料。

福 島 市 社 会 福 祉 協 議 会

安心して相談できる無料の公的な相談窓口です。

各種サービスのこと、お金のこと、将来のことを

相 談 機 能

社会福祉協議会・権利擁護ホームページはこちら
☜ http://www.f-shishakyo.or.jp

必要な人が必要な時に成年後見制度を利用したり、

権利擁護の支援を受けることができるような体制の

ため『権利擁護支援の地域連携ネットワーク』

を機能させることが重要です。

福島市権利擁護センターは、地域（福島市）におけ

る連携や対応強化の推進役（中核となる機関）とし

ての役割を担っています。
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地域の集まりや事業所などに直接うかがうアウトリーチ型

の広報活動や出前講座等も積極的に実施しています。

ご希望の方は気軽にお問合せください。

〒９６０-８００２

福島市森合町１０−１

（福島市保健福祉センター２F） ０２４-５３３-３３４１
月～金曜日（祝祭日・年末年始除く） 8時30分～17時15分

お問合せ先 社会福祉法人 福島市社会福祉協議会

福島市権利擁護センター

広 報 機 能

中核機関としての役割

成年後見制度利用促進機能

家族

本人

相談支援専門員

ケアマネージャー

医療機関

民生児童委員

後見人

サービス事業者

後 見 人 支 援 機 能


